
東京都障害者相談支援体制整備事業のご案内

区市町村

※自治体の依頼により基幹相談支援センターを対象とすることが可能です。

会場については、派遣先の自治体で手配をお願いいたします。

地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、基

幹相談支援センターの設置促進、既存の基幹相談支援センターの質の向上及び

地域の相談支援体制強化を促進するため、相談支援アドバイザーを派遣します。

派遣対象

派遣規模

１８自治体（予定）

派遣期間

令和６年１月から３月上旬

流れ

相談例

◆基幹相談支援センターの設置・運営に関する課題への対応

◆地域での対応困難な事例への対応

◆地域における専門的支援システムの立ち上げ援助

◆広域的課題、複数自治体にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援

◆地域の社会資源の点検、開発に関すること

東京都福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当 03-5320-4325

※１自治体あたりの

派遣回数は７回程度

座学研修会・意見交換会・個別相談

令和６年３月１９日 火曜日 １３時から１７時 ＴＫＰ新宿西口カンファレンスセンター

区市町村や基幹相談支援センターの横のつながり作りや情報共有のため、研修会等を開催

します。

申込 訪問日時の調整 事前打合せ アドバイザー派遣

※申込は終了しています。
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